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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器後部のキャビネットパネル内に隠蔽された状態で配置されるタンク装置を備えた便
器装置であって、
　後部に給水口を有し且つこの給水口から供給された洗浄水により汚物を排出する便器本
体と、
　前記便器本体へ供給する洗浄水を貯水するタンク装置と、
　前記タンク装置の底部の排水口の外側に環状に設けられる排水パッキンと、
　前記タンク装置の底部を着座するタンク装置固定台座ユニットであって、前記タンク装
置の前記底部の前記排水口と接続される接続流路を形成している前記タンク装置固定台座
ユニットと、
　前記タンク装置固定台座ユニットの下部と前記便器本体の前記給水口とを接続する給水
管とを有し、
　前記タンク装置固定台座ユニットは、上方に突出した台座凸部又は下方にくぼまされた
台座凹部を備え、
　前記タンク装置の前記底部は、前記上方に突出した台座凸部と嵌合する凹部、又は前記
下方にくぼまされた台座凹部と嵌合する凸部、を備え、
　前記タンク装置の前記底部又は前記タンク装置固定台座ユニットは、前記タンク装置の
前記底部を前記タンク装置固定台座ユニット上で、前記キャビネットパネルの正面側に形
成された取付口から前記キャビネットパネル後方の所定の着座位置まで前後方向にスライ
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ドさせることができるリブを備え、
　前記タンク装置の前記底部が所定の着座位置に到達した状態で、前記台座凸部と嵌合す
る前記凹部、又は前記台座凹部と嵌合する前記凸部の組合せのいずれかの構造により、前
記タンク装置の前記底部が前記タンク装置固定台座ユニット上に沈み込むように下降され
、前記排水パッキンを下方に押圧することとなり、前記タンク装置の前記底部が、前記タ
ンク装置の前記排水口と前記接続流路との接合部分の外側を前記排水パッキンによりシー
ルした状態で、前記タンク装置固定台座ユニットに取付けられることを特徴とする便器装
置。
【請求項２】
　前記タンク装置固定台座ユニットは、前方部分において、前記台座凸部又は前記台座凹
部を備え、
　前記タンク装置の前記底部は、前方部分において、前記台座凸部と嵌合する前記凹部、
又は前記台座凹部と嵌合する前記凸部、を備えている、請求項１に記載の便器装置。
【請求項３】
　前記タンク装置固定台座ユニットは、
　前記タンク装置の前記底部の前記排水口と前記給水管とを接続する前記接続流路を形成
している接続継手と、
　前記タンク装置及び前記接続継手を支持するタンク支持部材と、
を備え、
　前記接続継手が、上方に突出した前記台座凸部を備え、
　前記タンク装置の前記底部の前記リブを前記接続継手の前記台座凸部の上で、前記キャ
ビネットパネルの正面側に形成された取付口から前記キャビネットパネル後方の所定の着
座位置まで前後方向にスライドさせることができ、前記タンク装置の前記底部が所定の着
座位置に到達した状態で、前記台座凸部と嵌合する前記凹部の構造により、前記タンク装
置の前記底部が前記接続継手上に沈み込むように下降され、前記排水パッキンを下方に押
圧することとなり、前記タンク装置の前記底部が、前記タンク装置の前記排水口と前記接
続流路との接合部分の外側を前記排水パッキンによりシールした状態で、前記接続継手に
取付けられる請求項１又は２に記載の便器装置。
【請求項４】
　前記タンク装置の前記底部は、前記タンク装置の前記底部を前記接続継手の前記台座凸
部上で、前記キャビネットパネルの正面側に形成された取付口から前記キャビネットパネ
ル後方の所定の着座位置まで前後方向にスライドさせることができるように、下方に突出
するリブを備え、
　前記タンク装置の前記底部の前記排水口は、前記タンク装置をスライドさせて取付ける
ために前記排水口の外側に前記排水パッキンが取付けられている状態において、前記排水
パッキンよりも下方まで突出するような長さを有するように形成され、
　前記タンク装置の前記底部の前記排水口が前記底部から突出する長さは、前記接続継手
の前記台座凸部が前記接続継手から上方に突出する長さと、前記タンク装置の前記底部の
前記リブが前記底部から下方に突出する長さとの和より小さい長さとされている請求項３
に記載の便器装置。
【請求項５】
　前記台座凸部及び前記凹部の組、又は前記台座凹部及び前記凸部の組が少なくとも２組
以上設けられている請求項１乃至４の何れか１項に記載の便器装置。
【請求項６】
　前記タンク支持部材は、前記タンク装置を固定する固定部材を開口内に通した状態で前
後方向にガイドすることができるガイド口を形成している請求項１乃至５の何れか１項に
記載の便器装置。
【請求項７】
　前記タンク装置の前記底部は、後端部において、垂下壁を備え、前記垂下壁の前面を前
記タンク装置固定台座ユニットに当接させた状態で前記タンク装置の底部を前記タンク装
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置固定台座ユニット上で所定の着座位置に位置決めすることができる請求項１乃至６の何
れか１項に記載の便器装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、便器装置に係り、特に、便器後部のキャビネットパネル内に隠蔽された状態
で配置されるタンク装置を備えた便器装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、特許文献１に示すように、便器後部のキャビネットパネル内に隠蔽された状
態で配置されるタンク装置を備えた便器装置が知られている。
　特許文献１に示すような従来の便器装置においては、タンク装置と、タンク装置を固定
するタンク装置固定台座との間の流路の接続部分を排水パッキンにより適切にシールする
ため、タンク装置を上方からタンク装置固定台座上に取付けて、タンク装置とタンク装置
固定台座との間に排水パッキンを取付ける方法が採用されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、意匠性や、便器装置を設置する現場のキャビネットの高さが制限される
観点から、キャビネットの高さを比較的低く抑えることが求められている。キャビネット
の高さを比較的低く抑える場合、タンク装置を取付けるための施工スペースが比較的狭く
なり、キャビネット内でタンク装置を上方からタンク装置固定台座上に取付けることがで
きない又は取付けにくくなる場合があるという問題が生じていた。
【０００５】
　また、キャビネット内においてタンク装置をタンク装置固定台座上に取付ける施工スペ
ースが比較的狭くなる場合に、タンク装置を、キャビネットパネルの正面側に形成された
取付口から、キャビネット内部のタンク装置固定台座上に取付けることが検討されたが、
タンク装置を正面から奥側に向かって横向きに挿入するように取付けることとなるため、
タンク装置と、タンク装置固定台座との間において、排水パッキンが横向きにずれやすく
、排水パッキンのめくれを生じさせ、漏水を発生させてしまうという問題が生じた。
【０００６】
　さらに、タンク装置を、キャビネットパネルの正面側に形成された取付口から、キャビ
ネット内部のタンク装置固定台座上に取付ける場合には、施工者からタンク装置の奥側が
非常に視認しにくい状況となるため、タンク装置と、タンク装置固定台座との取付けが不
良となるという問題が生じた。さらに、このように取付けが難しく位置の修正を行うこと
が必要となることにより、排水パッキンがずれて排水パッキンのめくれを生じさせ、漏水
を発生させてしまうという問題も生じることとなった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の問題を解決するためになされたものであり、比
較的狭い施工スペースであっても、便器後部のキャビネットパネル内に隠蔽された状態で
配置されるタンク装置を、キャビネットパネルの正面側に形成された取付口からタンク装
置固定台座ユニットに取付けることができると共に、取付けの際の排水パッキンのめくれ
を防止することができ、タンク装置の底部が、タンク装置の排水口と接続流路との接合部
分の外側を排水パッキンによりシールした状態で、タンク装置固定台座ユニットに取付け
られることができる便器装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　上述した目的を達成するために、本発明は、便器後部のキャビネットパネル内に隠蔽さ
れた状態で配置されるタンク装置を備えた便器装置であって、後部に給水口を有し且つこ
の給水口から供給された洗浄水により汚物を排出する便器本体と、便器本体へ供給する洗
浄水を貯水するタンク装置と、タンク装置の底部の排水口の外側に環状に設けられる排水
パッキンと、タンク装置の底部を着座するタンク装置固定台座ユニットであって、タンク
装置の底部の排水口と接続される接続流路を形成しているタンク装置固定台座ユニットと
、タンク装置固定台座ユニットの下部と便器本体の給水口とを接続する給水管とを有し、
タンク装置固定台座ユニットは、上方に突出した台座凸部又は下方にくぼまされた台座凹
部を備え、タンク装置の底部は、上方に突出した台座凸部と嵌合する凹部、又は下方にく
ぼまされた台座凹部と嵌合する凸部、を備え、タンク装置の底部又はタンク装置固定台座
ユニットは、タンク装置の底部をタンク装置固定台座ユニット上で、キャビネットパネル
の正面側に形成された取付口からキャビネットパネル後方の所定の着座位置まで前後方向
にスライドさせることができるリブを備え、タンク装置の底部が所定の着座位置に到達し
た状態で、台座凸部と嵌合する凹部、又は台座凹部と嵌合する凸部の組合せのいずれかの
構造により、タンク装置の底部がタンク装置固定台座ユニット上に沈み込むように下降さ
れ、排水パッキンを下方に押圧することとなり、タンク装置の底部が、タンク装置の排水
口と接続流路との接合部分の外側を排水パッキンによりシールした状態で、タンク装置固
定台座ユニットに取付けられることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、タンク装置の底部をタンク装置固定台座ユニ
ット上で、キャビネットパネルの正面側に形成された取付口からキャビネットパネル後方
の所定の着座位置まで前後方向にスライドさせることができ、タンク装置の底部が所定の
着座位置に到達した状態で、台座凸部と嵌合する凹部、又は台座凹部と嵌合する凸部の組
合せのいずれかの構造により、タンク装置の底部がタンク装置固定台座ユニット上に沈み
込むように下降され、排水パッキンを下方に押圧することとなるので、排水パッキンのめ
くれを防止することができ、排水パッキンのめくれによる漏水の発生を防止することがで
きる。従って、比較的狭い施工スペースであっても、便器後部のキャビネットパネル内に
隠蔽された状態で配置されるタンク装置を、キャビネットパネルの正面側に形成された取
付口からタンク装置固定台座ユニットに取付けることができると共に、取付けの際の排水
パッキンのめくれを防止することができ、タンク装置の底部が、タンク装置の排水口と接
続流路との接合部分の外側を排水パッキンによりシールした状態で、タンク装置固定台座
ユニットに取付けられることができる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、タンク装置固定台座ユニットは、前方部分において、台
座凸部又は台座凹部を備え、タンク装置の底部は、前方部分において、台座凸部と嵌合す
る凹部、又は台座凹部と嵌合する凸部、を備えている。
　このように構成された本発明においては、台座凸部と嵌合する凹部、又は台座凹部と嵌
合する凸部の組合せのいずれかの構造を、キャビネットパネルの正面側に形成された取付
口から容易に目視することができるため、タンク装置の前記底部をタンク装置固定台座ユ
ニット上で、所定の着座位置まで容易にスライドさせることができ、タンク装置の底部を
、タンク装置固定台座ユニットに容易に取付けることができる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、タンク装置固定台座ユニットは、タンク装置の底部の排
水口と給水管とを接続する接続流路を形成している接続継手と、タンク装置及び接続継手
を支持するタンク支持部材と、を備え、接続継手が、上方に突出した台座凸部を備え、タ
ンク装置の底部のリブを接続継手の台座凸部の上で、キャビネットパネルの正面側に形成
された取付口からキャビネットパネル後方の所定の着座位置まで前後方向にスライドさせ
ることができ、タンク装置の底部が所定の着座位置に到達した状態で、台座凸部と嵌合す
る凹部の構造により、タンク装置の底部が接続継手上に沈み込むように下降され、排水パ
ッキンを下方に押圧することとなり、タンク装置の底部が、タンク装置の排水口と接続流
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路との接合部分の外側を前記排水パッキンによりシールした状態で、接続継手に取付けら
れる。
　このように構成された本発明においては、タンク装置の底部を接続継手の台座凸部の上
で、キャビネットパネルの正面側に形成された取付口からキャビネットパネル後方の所定
の着座位置まで前後方向にスライドさせることができ、タンク装置の底部が所定の着座位
置に到達した状態で、台座凸部と嵌合する凹部の構造により、タンク装置の底部が接続継
手上に沈み込むように下降され、排水パッキンを下方に押圧することとなるので、排水パ
ッキンのめくれを防止することができ、排水パッキンのめくれによる漏水の発生を防止す
ることができる。従って、比較的狭い施工スペースであっても、便器後部のキャビネット
パネル内に隠蔽された状態で配置されるタンク装置を、キャビネットパネルの正面側に形
成された取付口からタンク装置固定台座ユニットの接続継手上に取付けることができると
共に、取付けの際の排水パッキンのめくれを防止することができ、タンク装置の底部が、
タンク装置の排水口と接続流路との接合部分の外側を排水パッキンによりシールした状態
で、タンク装置固定台座ユニットに取付けられることができる。また、タンク装置の底部
の排水口と、接続流路を有する接続継手との位置合わせを容易に行うことができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、タンク装置の底部は、タンク装置の底部を接続継手の台
座凸部上で、キャビネットパネルの正面側に形成された取付口からキャビネットパネル後
方の所定の着座位置まで前後方向にスライドさせることができるように、下方に突出する
リブを備え、タンク装置の底部の排水口は、タンク装置をスライドさせて取付けるために
排水口の外側に排水パッキンが取付けられている状態において、排水パッキンよりも下方
まで突出するような長さを有するように形成され、タンク装置の底部の排水口が底部から
突出する長さは、接続継手の台座凸部が接続継手から上方に突出する長さと、タンク装置
の底部のリブが底部から下方に突出する長さとの和より小さい長さとされている。
　このように構成された本発明においては、施工取付け時に、タンク装置の底部の排水口
が排水パッキンよりも下方まで突出しており、且つ排水口が底部から突出する長さは、接
続継手の台座凸部が接続継手から上方に突出する長さと、タンク装置の底部のリブが底部
から下方に突出する長さとの和より小さい長さである。よって、タンク装置をスライドさ
せて取付けるときに、排水口が接続継手と接触しないように構成されている。また、排水
口は排水パッキンよりも下方まで突出しているので、排水パッキンが接続継手と接触する
ことを防止することができ、スライド動作中の排水パッキンのめくれを防止することがで
き、排水パッキンのめくれによる漏水の発生を防止することができる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、台座凸部及び凹部の組、又は台座凹部及び凸部の組が少
なくとも２組以上設けられている。
このように構成された本発明においては、タンク装置の底部が、台座凸部及び凹部の組又
は台座凹部及び凸部の組のいずれかの２組以上の嵌合構造、すなわち２箇所以上の嵌合構
造により、より強固にタンク装置固定台座ユニットに取付けられることができる。
【００１３】
　本発明において、好ましくは、タンク支持部材は、タンク装置を固定する固定部材を開
口内に通した状態で前後方向にガイドすることができるガイド口を形成している。
　このように構成された本発明においては、タンク装置を、その固定部材をガイド口の開
口内に通した状態で前後方向にガイドすることができるため、タンク装置を、タンク装置
固定台座ユニット上で所定の着座位置まで容易に前後方向にスライドさせることができる
。
【００１４】
　本発明において、好ましくは、タンク装置の底部は、後端部において、垂下壁を備え、
垂下壁の前面をタンク装置固定台座ユニットに当接させた状態でタンク装置の底部をタン
ク装置固定台座ユニット上で所定の着座位置に位置決めすることができる。
　このように構成された本発明においては、施工者が目視することが難しいキャビネット
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パネルの奥側において、垂下壁の前面を前記タンク装置固定台座ユニットに当接させた状
態とし、タンク装置の底部を前記タンク装置固定台座ユニット上で所定の着座位置に容易
且つ正確に位置決めすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の便器装置によれば、比較的狭い施工スペースであっても、便器後部のキャビネ
ットパネル内に隠蔽された状態で配置されるタンク装置を、キャビネットパネルの正面側
に形成された取付口からタンク装置固定台座ユニットに取付けることができると共に、取
付けの際の排水パッキンのめくれを防止することができ、タンク装置の底部が、タンク装
置の排水口と接続流路との接合部分の外側を排水パッキンによりシールした状態で、タン
ク装置固定台座ユニットに取付けられることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置を便器後部のキャビネットパネ
ル内に配置している状態を、キャビネットパネルの取付口を開けた状態で正面から見た正
面図である。
【図２】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置を便器後部のキャビネットパネ
ル内に隠蔽された状態で配置している状態を、便器装置及びキャビネットパネルの右側側
方から見た側面図である。
【図３】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置の底部及びタンク装置固定台座
ユニットの分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置の底部を斜め下方から見た斜視
図である。
【図５】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニット
上にスライドするように取付ける動作を開始した直後の様子を、タンク装置の斜め下方か
ら見た斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニット
上にスライドするように取付ける動作を開始した直後の様子を、タンク装置の正面側から
見た正面図である。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って見た断面図である。
【図８】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニット
上にスライドするように取付ける動作において、垂下壁が接続継手の後端に到達し且つ凹
部２６ａが台座凸部４２ｃと嵌合して沈み込むように下降できる位置に到達した状態の様
子を、タンク装置の正面側から見た正面図である。
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ線に沿って見た断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニッ
ト上にスライドするように取付ける動作において、取付固定部の凹部が台座凸部と嵌合し
て沈み込むように下降した状態を、タンク装置の正面側から見た正面図である。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ線に沿って見た断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニッ
ト上にスライドするように取付ける動作において、台座凸部上をリブが後方に滑るように
移動しながらスライドされ、凹部が台座凸部上に至る様子を拡大して示している部分拡大
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して本発明の一実施形態による便器装置について説明する。
　図１は、本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置を便器後部のキャビネットパ
ネル内に配置している状態を、キャビネットパネルの取付口を開けた状態で正面から見た
正面図であり、図２は本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置を便器後部のキャ
ビネットパネル内に隠蔽された状態で配置している状態を、便器装置及びキャビネットパ
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ネルの右側側方から見た側面図であり、図３は本発明の一実施形態による便器装置のタン
ク装置の底部及びタンク装置固定台座ユニットの分解斜視図であり、図４は本発明の一実
施形態による便器装置のタンク装置の底部を斜め下方から見た斜視図であり、図５は本発
明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニット上にスライド
するように取付ける動作を開始した直後の様子を、タンク装置の斜め下方から見た斜視図
である。
　以下、本発明の実施形態における説明において、後述する便器装置１を使用する使用者
側（便器装置１を使用するために便器装置１の前に立っている使用者側）から見て手前側
を前方側（正面側）とし、使用者から見て奥側を後方側（背面側）とし、便器装置１を前
方から見て右側を右側とし、前方から見て左側を左側として説明している。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、本発明の一実施形態による便器装置１は、便器後部のキャ
ビネットパネル２内に隠蔽された状態で配置されるタンク装置４を備えた便器装置である
。便器装置１の後部は、正面側のキャビネットパネル２と、背面側の壁面６との間に形成
されたキャビネット８の内部空間に配置されている。便器装置１を使用する使用者からは
、便器本体１２と、キャビネット８の前出形状を構成しているキャビネットパネル２と、
頂面パネル１０とが見えるのみで、タンク装置４及び給水管等が隠蔽され、使用者に美的
感覚を与えるようになっている。
【００１９】
　便器装置１は、キャビネットパネル２の前方側に設置された陶器等からなる便器本体１
２を有する。便器本体１２は、ボウル部（図示せず）内の水の落差による流水作用で汚物
を押し流す、いわゆる、洗い落し式の水洗大便器である。便器本体１２は、後部に給水口
部（給水口）１４を有し且つこの給水口部１４から供給された洗浄水により自身のボウル
部（図示せず）の汚物受け面（図示せず）を洗浄して汚物を排出するようになっている。
　なお、便器装置１の便器本体１２については、洗い落し式の水洗大便器に限られず、サ
イホン作用を利用してボウル部内の汚物を吸い込んで排水トラップ管路（図示せず）から
一気に外部に排出する、いわゆる、サイホン式便器等、種々の形態の水洗大便器を適用可
能である。
【００２０】
　便器本体１２は、その後部１２ａがキャビネットパネル２の裏側に設けられた架台１６
に便器固定ボルト１８を介して固定されている。
　なお、本実施形態の便器装置１においては、一例として、便器本体１２の背面側がキャ
ビネットパネル２に設置された、いわゆる、壁掛け式の水洗大便器の形態について説明す
るが、このような形態に限られず、便器本体１２の底部が床に設置された、いわゆる、床
置き式の水洗大便器のような形態であってもよい。
【００２１】
　次にタンク装置４について説明する。
　タンク装置４は、便器本体１２の後方上方且つキャビネットパネル２の裏側に配置され
ている。タンク装置４は、水道等の給水源に接続され、且つ便器本体１２へ供給する洗浄
水を貯水するようになっている。タンク装置４の底部２０には、排水口部２２が形成され
ている。タンク装置４は、使用者が壁面等に設けられた操作スイッチ（図示せず）を操作
することにより、電気的に内部の装置が駆動され、ジェットポンプ作用により吐水される
洗浄水を排水口部２２から下方に流出させ、給水管２４を経て便器本体１２の後方側の導
水路（図示せず）に供給されるようになっている。
【００２２】
　本実施形態においては、タンク装置４は、ジェットポンプ作用により洗浄水を便器本体
１２に供給して洗浄するジェットポンプ式の給水装置である。
　なお、便器本体１２へ洗浄水を供給する洗浄水源としては、本実施形態で示したジェッ
トポンプ式の給水装置に限定されず、重力給水式の貯水タンクのようなタンク式のものや
、水道水の給水圧を直接利用した水道直圧式のものや、フラッシュバルブ式のものや、ポ
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ンプの補圧を利用して洗浄水を供給するものであってもよい。
【００２３】
　タンク装置４の底部２０には、取付固定部２６が取付けられて、タンク装置４の底部２
０を構成している。取付固定部２６は、概ね四角形状の外形を有し、且つその内側におい
て壁状に立ち上がる（垂下する）リブ２８が配置されている。取付固定部２６は、前後方
向の幅がタンク装置４の前後方向の幅と概ね同じ長さか又は若干長く形成され、左右方向
の幅が、タンク装置４の左右方向の幅と比べてほぼ半分の長さに形成されている。取付固
定部２６は、中央近傍において円形開口部分３０を形成し、この円形開口部分３０の内縁
において、タンク装置４の底部２０の排水口部２２の外周を形成する締結部材３２により
取付固定部２６をタンク装置４の底部２０に対して締め付けるようにして固定される。締
結部材３２は、筒状の部材であり且つ上端の外周部分３２ａが鍔上に拡がるように形成さ
れている。
　なお、本実施形態においては、タンク装置４の底部２０の排水口２３の外周に締結部材
３２が取付けられている状態で、タンク装置４の底部２０の排水口部２２を構成している
。締結部材３２は、排水口２３の下端よりもさらに下部まで筒状の流路（排水口部２２の
流路）を形成している。
【００２４】
　便器装置１は、さらに、タンク装置４の底部２０の排水口部２２の外側に環状に設けら
れる排水パッキン３４と、タンク装置４の底部２０を着座するタンク装置固定台座ユニッ
ト３６であって、タンク装置４の底部２０の排水口部２２と接続され且つ下方に延びる接
続流路３８を形成しているタンク装置固定台座ユニット３６と、タンク装置固定台座ユニ
ット３６の接続流路３８の下部と便器本体１２の給水口部１４とを接続する給水管４０と
、を備えている。
【００２５】
　排水パッキン３４は、タンク装置４の底部２０の排水口部２２の外周に配置されている
。排水パッキン３４は、ゴム等の可撓性の素材で環状に形成され、且つ後述する取付固定
部を接続継手に取付けた状態で、タンク装置４の排水口部２２と接続流路３８との接合部
分の周りをシールするように形成されている。排水パッキンは自身が排水口部２２を首絞
めするようにして、排水口部２２の外周に配置された状態となっている。
【００２６】
　タンク装置固定台座ユニット３６は、タンク装置４の底部２０の排水口部２２と給水管
４０とを接続する接続流路３８を形成している接続継手４２と、タンク装置４及び接続継
手４２を支持するタンク支持部材４４と、を備えている。
【００２７】
　接続継手４２は、その頂部が概ね四角形状の板状に形成されている。接続継手４２は、
前後方向の幅がタンク装置４の前後方向の幅と概ね同じ長さに形成され、左右方向の幅が
、タンク装置４の左右方向の幅の半分程度の長さに形成されている。接続継手４２は、そ
の中央近傍に下方に延びる接続流路３８が開口されている。この接続流路３８内に排水口
部２２が配置された状態で、外側に取付けられている排水パッキン３４が押しつぶされる
ことにより、接続部分の外周がシールされ、排水口部２２内の流路と接続流路３８とが連
続した流路として水密に連結される。接続継手４２の下方に延びる接続流路３８の下端に
は、後述するように給水管４０をナット４７により連結することができる。
【００２８】
　接続継手４２は、その頂部の板状部分４２ａがタンク支持部材４４上に配置された状態
で固定されている。従って、タンク装置固定台座ユニット３６は、タンク支持部材４４及
び接続継手４２が予め固定された状態となっている。
【００２９】
　タンク支持部材４４は、自身の下部において、架台１６の左右側面に、それぞれネジ止
めされて固定されている。タンク支持部材４４は、架台１６のさらに上方において、タン
ク装置４及び接続継手４２を上部に載せられるような台座を形成している。ここで、便器



(9) JP 6579373 B2 2019.9.25

10

20

30

40

50

本体１２の後方側のキャビネット８内においては、複数の施設側の配管３（例えば、給水
配管、排水配管、雑排水配管、通気配管等）を配置する必要が生じる。従って、これらの
施設側の配管３より上方にタンク装置固定台座ユニット３６を形成し、タンク装置固定台
座ユニット３６上にタンク装置４を取付けることとなる。このとき、キャビネット８全体
の高さは低く形成されていることが求められているにもかかわらず、タンク装置４は施設
側の配管３より上方に配置しなければならないため、タンク装置４を取付口２ａの上端に
近い位置でも施工できるようにしている。具体的には、タンク装置４を、上方から取付け
たり、斜めの姿勢で取付けたりする必要をなくし、ほぼ水平に近い姿勢（取付けた状態の
上下姿勢そのままの姿勢）を保ったまま、スライドするように後方に向かって設置できる
ようになっている。
【００３０】
　タンク支持部材４４は、その上部に取付けられたタンク装置４及び接続継手４２を支持
し且つ固定する。タンク支持部材４４は、タンク装置４を固定する固定ボルト４６を開口
内に通した状態で前後方向にガイドすることができるガイド口４８を形成している。ガイ
ド口４８は、Ｕ字形状に切り抜かれた開口により形成され且つ前端から後方に向かって直
線的に延びる開口を形成している。ガイド口４８は、前端に開口され、縦方向に延びた状
態の固定ボルト４６を、タンク支持部材４４の前方側から後方側に、ガイド口４８を通し
た状態でガイドする。
【００３１】
　つぎに、図３乃至図５に示すように、タンク装置固定台座ユニット３６又はタンク装置
４に設けられる台座凸部等について説明する
　タンク装置固定台座ユニット３６の接続継手４２は、その上面の平坦面４２ｂから上方
に突出した台座凸部４２ｃを備えている。なお、又は、接続継手４２は、その上面が下方
にくぼまされた台座凹部を備えていてもよい。
　さらに、タンク装置４の底部２０の取付固定部２６は、接続継手４２の台座凸部４２ｃ
と嵌合する凹部２６ａを備えている。なお、又は、取付固定部２６は、接続継手４２の下
方にくぼまされた台座凹部と嵌合する凸部、を備えていてもよい。
【００３２】
　接続継手４２の台座凸部４２ｃは、円柱形状に形成されたボスを形成している。接続継
手４２の台座凸部４２ｃは、接続継手４２の上面の平坦面４２ｂから垂直上方に立ち上が
るように形成されている。図１２に示すように、接続継手４２の台座凸部４２ｃは、接続
継手４２の上面の平坦面４２ｂから長さＬ２だけ上方に突出している。接続継手４２の台
座凸部４２ｃは、接続継手４２の前方部分に配置されている。なお、接続継手４２の台座
凸部４２ｃは、接続継手４２の他の部分に配置されていてもよい。台座凸部４２ｃは、取
付固定部２６のリブ２８が台座凸部４２ｃ上をスライドするスライド支持部も構成してい
る。このような構造により、取付固定部２６はスライド固定式の取付構造を形成している
。
【００３３】
　本実施形態においては、台座凸部４２ｃ及び凹部２６ａの組、又は台座凹部及び凸部の
組が少なくとも２組以上（２箇所以上）設けられている。
　本発明においては、台座凸部４２ｃと、この台座凸部４２ｃと嵌合する凹部２６ａとの
組み合わせにより、凹部２６ａが台座凸部４２ｃと嵌合することによりタンク装置４の底
部２０が下降し、排水パッキン３４がめくれないように、排水パッキン３４を垂直方向に
均等に押しつぶすことができる。また、台座凹部と、この台座凹部と嵌合する凸部の組合
せによっても、凸部が台座凹部と嵌合することによりタンク装置４の底部２０が下降し、
排水パッキン３４を垂直方向に均等に押しつぶすことができる。
　このように、所定の着座位置でのみタンク装置４の底部２０が下降するためには、タン
ク装置４の底部２０が所定の着座位置に到達した状態で、台座凸部４２ｃ及び凹部２６ａ
が、互いに対向した位置に配置される必要がある。従って、台座凸部４２ｃ及び凹部２６
ａは組を構成している。このように、タンク装置４の底部２０が所定の着座位置に到達し
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た状態で、少なくとも２組以上の複数の組の台座凸部４２ｃ及び凹部２６ａの組が、互い
に対向した位置に配置されるように設けられている。同様に、タンク装置４の底部２０が
所定の着座位置に到達した状態で、少なくとも２組以上の複数の組の台座凹部及び凸部の
組が、互いに対向した位置に配置されるように設けられている。
　このように台座凸部及び凹部の組又は台座凹部及び凸部の組が２組以上の嵌合構造、す
なわち２箇所以上の嵌合構造を形成することにより、タンク装置の底部が、より強固にタ
ンク装置固定台座ユニットに取付けられることができる。また、取付け後に、取付固定部
２６と接続継手４２との間で配置のずれが生じることを防止することができる。また、施
工者が取付固定部２６と接続継手４２との互いの位置関係を正確に取付けることができる
。
【００３４】
　次に、取付固定部２６に形成された凹部２６ａ及びリブ２８について説明する。
　取付固定部２６は、前方部分において、凹部２６ａを備えている。取付固定部２６は、
高さ方向に所定の長さ（幅）を有しており、この凹部２６ａが、取付固定部２６の下向き
の内側底面２６ｂから長さＬ１だけ下方に突出した部分を下端２６ｃとし、これより上方
側に凹むような円筒形状の空間を形成している。別の言い方によれば、凹部２６ａは、円
筒形状の台座凸部４２ｃを内部に受け入れることができるような円筒形状の内側空間を形
成するような凹部２６ａとして形成されている。凹部２６ａは、「Ω」オメガ字形状のよ
うに、一部が前端において開口されているような内側空間を形成していてもよい。なお、
凹部２６ａは、例えば、Ｕ字形状、円筒形状のような台座凸部を受け入れることができる
ような他の形状に形成されていてもよい。
　図３乃至図５に示すように、凹部２６ａの下端２６ｃは、上述のように取付固定部２６
の内側底面よりも下方側に形成されている。逆に、凹部２６ａの上端２６ｄは、取付固定
部２６の内側底面２６ｂよりも上方側に形成されている。
【００３５】
　図４に示すように、取付固定部２６のリブ２８は、取付固定部２６の内側底面２６ｂか
ら長さＬ１だけ下方に突出している。すなわち、図４及び図５に示すように、リブ２８の
内側底面２６ｂから下方へ突出する長さＬ１と凹部２６ａの内側底面２６ｂから下方へ突
出する長さＬ１とが同じ長さに形成されている。従って、台座凸部４２ｃ上をリブ２８が
スライドされ且つ下端２６ｃ上までそのスライド動作を継続して、台座凸部４２ｃが凹部
２６ａの中心まで一連の動きとしてスライドされることができる。
　リブ２８は、取付固定部２６の中央近傍（例えば、タンク装置４の前後方向中央近傍の
固定ボルト４６近傍の位置））から前部の凹部２６ａまで、前後方向に延びるように形成
されている。また、リブ２８は、取付固定部２６の中央近傍から前部の凹部２６ａまで、
同じ所定の高さ（内側底面２６ｂから下端２６ｃまでの長さＬ１）に形成されている。
【００３６】
　取付固定部２６の後端の垂下壁２６ｅは、リブ２８等の下方へ突出する長さＬ１よりも
長い長さまで下方に突出している。垂下壁２６ｅは、取付固定部２６の後端において左右
方向に延びる一枚の縦壁を形成している。取付固定部２６が接続継手４２に取付けられる
際には、垂下壁２６ｅは、接続継手４２の後端面４２ｄと平行に配置される。従って、垂
下壁２６ｅと後端面４２ｄとを平行に接するようにすることで、取付固定部２６を、接続
継手４２に対して正確な位置に位置決めさせることができ、さらに、取付固定部２６と、
接続継手４２との角度のずれを修正させることもできる。また、垂下壁２６ｅが後端面４
２ｄに引っ掛るわずかな抵抗感、引掛り感、又は垂下壁２６ｅと後端面４２ｄとが面と面
によりフィットするフィット感等の感触が施工者に伝わるため、施工者は垂下壁２６ｅ側
が目視できない又は目視しにくい状況であったとしても、垂下壁２６ｅ側の状態を手の間
隔等により把握し、タンク装置４の取付けをしやすくすることができる。
【００３７】
　取付固定部２６は、さらに、リブ２８の左右方向外側の位置に、リブ２８と平行に形成
されたずれ防止リブ２９を備えている。ずれ防止リブ２９は、リブ２８と前後方向に平行
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に延びる壁面を形成している。ずれ防止リブ２９は、リブ２８から、台座凸部４２ｃの半
径の長さよりもわずかに外側に形成されている。よって、台座凸部４２ｃ上をスライドす
るリブ２８が左右方向にずれる場合、又は接続継手４２が左右方向にずれる場合に、ずれ
防止リブ２９が台座凸部４２ｃと当接することになり、取付固定部２６が左右方向にずれ
ることを防止することができる。
【００３８】
　つぎに、図５～図１２により、本発明の一実施形態による便器装置１のタンク装置４を
タンク装置固定台座ユニット３６に取付ける動作を説明する。
　図５は本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニット
上にスライドするように取付ける動作を開始した直後の様子を、タンク装置の斜め下方か
ら見た斜視図であり、図６は本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装
置固定台座ユニット上にスライドするように取付ける動作を開始した直後の様子を、タン
ク装置の正面側から見た正面図であり、図７は図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って見た断面
図であり、図８は本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座
ユニット上にスライドするように取付ける動作において、垂下壁が接続継手の後端に到達
し且つ凹部２６ａが台座凸部４２ｃと嵌合して沈み込むように下降できる位置に到達した
状態の様子を、タンク装置の正面側から見た正面図であり、図９は図８のＩＸ－ＩＸ線に
沿って見た断面図であり、図１０は本発明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタ
ンク装置固定台座ユニット上にスライドするように取付ける動作において、取付固定部の
凹部が台座凸部と嵌合して沈み込むように下降した状態を、タンク装置の正面側から見た
正面図であり、図１１は図１０のＸＩ－ＸＩ線に沿って見た断面図であり、図１２は本発
明の一実施形態による便器装置のタンク装置をタンク装置固定台座ユニット上にスライド
するように取付ける動作において、台座凸部上をリブが後方に滑るように移動しながらス
ライドされ、凹部が台座凸部上に至る様子を拡大して示している部分拡大図である。
【００３９】
　施設側において、キャビネット８及びそのキャビネットパネル２は据え付けられており
、便器装置１の施工者は、例えば、キャビネットパネル２の正面側に形成された取付口２
ａからタンク装置４を施工することとなる。例えば、図１に示すように、キャビネットパ
ネル２の一部として取付口２ａの内側部分が取り外し可能に形成されており、取付口２ａ
の内側部分を取り外した状態で、取付口２ａからタンク装置４を施工する。施工後に取付
口２ａの内側部分を取付けることにより、便器装置１を使用する使用者には、正面側にキ
ャビネットパネル２のみがあるように見えるようにキャビネット８が形成されている。こ
のように、施工者が、比較的狭い限られたスペースにおいて、タンク装置４を上方からタ
ンク装置固定台座ユニット３６に取付けにくい場合又は取付けることができない場合にお
いて、タンク装置４を正面からタンク装置固定台座ユニット３６上にスライドするように
取付けることができることを以下説明する。
【００４０】
　図２に示すように、最初に、キャビネットパネル２の裏側において、架台１６を床面に
固定する。次に、タンク支持部材４４の下部４４ａを架台１６の上部の左右側面にねじ止
めすることにより固定する。接続継手４２がタンク支持部材４４の上面上に載せられた状
態でタンク支持部材４４に対して固定される。また、接続継手４２は、その接続流路３８
の下端を下流側の給水管４０とナット４７により接続する。便器本体１２は、キャビネッ
トパネル２の前面側に配置され、キャビネットパネル２の裏側から延びる便器固定ボルト
１８により架台１６と固定される。
【００４１】
　図４に示すように、タンク装置４は、タンク装置４の便器洗浄のために必要な機能部（
給水装置、排水装置、操作装置等）を予め組立てた状態とされている。タンク装置４の底
部には、取付固定部２６が取付けられ、締結部材３２により取付固定部２６をタンク装置
４の底部に対して締め付けるようにして固定されている。また、排水パッキン３４がタン
ク装置４の底部２０の排水口部２２の外周に配置されている。排水パッキン３４は自身が
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首絞めするようにして、落下せず、排水口部２２の外周に嵌まった状態となっている。固
定ボルト４６はその上端が取付固定部２６に取付けられ且つその下端が未だ取付けられて
いない状態で、取付固定部２６から下方にぶら下がっている。
【００４２】
　施工者が、上述のような状態まで各部材を取付けたタンク装置４のユニットを、便器後
部のキャビネットパネル２内に隠蔽された状態で配置するため、キャビネットパネル２の
正面側に形成された取付口２ａからタンク装置４固定台座ユニットに取付ける。
　図５乃至図７に示すように、具体的には、タンク装置４の底部２０の取付固定部２６の
リブ２８をタンク装置固定台座ユニット３６の接続継手４２の台座凸部４２ｃ上に載せる
ように配置し、図１に示すようなキャビネットパネル２の正面側に形成された取付口２ａ
から、キャビネットパネル２後方の所定の着座位置まで、図２の矢印Ａ１に示すように、
取付固定部２６が取付けられた状態のタンク装置４を前後方向にスライドさせることがで
きる。
【００４３】
　このとき、図７に示すように、台座凸部４２ｃ上をリブ２８が後方に滑るように移動し
ながらスライドされる。取付固定部２６の後端の垂下壁２６ｅは、接続継手４２上を後方
にスライドされる。タンク装置４全体は概ね水平に後方に向かってスライドされる。取付
固定部２６の固定ボルト４６は、ガイド口４８に沿って後方にスライドされる。取付固定
部２６の固定ボルト４６は、ガイド口４８に沿って前後方向に自由に移動でき、さらに、
ガイド口４８によって左右方向に移動してしまうことを防止される。施工者は、台座凸部
４２ｃと、リブ２８又は凹部２６ａとの位置、又は、固定ボルト４６とガイド口４８との
位置を容易に視認しながら比較的簡単且つ正確な位置にタンク装置４を取付けることがで
きる。
【００４４】
　図８及び図９に示すように、台座凸部４２ｃ上をリブ２８が後方に移動しながらスライ
ドされ、台座凸部４２ｃが凹部２６ａと対向する位置（所定の着座位置）に到達するとき
、垂下壁２６ｅが接続継手４２の後端面４２ｄを超える位置に到達する。垂下壁２６ｅが
接続継手４２の後端に到達するとき、垂下壁２６ｅが接続継手４２の後端面４２ｄに掛か
るようにすることができ、取付固定部２６を正確に位置決めすることができる。また、台
座凸部４２ｃが凹部２６ａと対向する位置に存在するか否かを、施工者が正面側から容易
に視認することができ、タンク装置４の底部２０を、タンク装置固定台座ユニット３６に
容易に取付けることができる。
　凹部２６ａが台座凸部４２ｃと嵌合して沈み込むように下降できる位置、すなわちタン
ク装置４の底部２０の所定の着座位置に到達すると、タンク装置４の底部２０の下降が開
始できるようになる。
【００４５】
　図１２においては、台座凸部４２ｃ上をリブ２８が後方に滑るように移動しながらスラ
イドされ、凹部２６ａが台座凸部４２ｃ上に至る様子を拡大して示している。
　取付固定部２６のリブ２８は、取付固定部２６の内側底面２６ｂから長さＬ１だけ下方
に突出している。また、接続継手４２の台座凸部４２ｃは、接続継手４２の上面の平坦面
４２ｂから長さＬ２だけ上方に突出している。従って、取付固定部２６の内側底面２６ｂ
から接続継手４２の平坦面４２ｂまでの長さがＬ１＋Ｌ２の長さになっている。ここで、
排水パッキン３４は、取付固定部２６の内側底面２６ｂから長さＬ３だけ下方に突出して
いる。さらに、排水口部２２（締結部材３２）は、取付固定部２６の内側底面２６ｂから
長さＬ４だけ下方に突出している。ここで、Ｌ３の長さはＬ１＋Ｌ２の長さよりも短く、
Ｌ４の長さはＬ１＋Ｌ２の長さよりも短くなっている。締結部材３２は、排水パッキン３
４よりもやや下方まで延びるように形成されているので、Ｌ３よりもＬ４の方が長く形成
されている。
　従って、台座凸部４２ｃ（凹部２６ａ）上をリブ２８がスライドしている最中において
、排水パッキン３４及び排水口部２２のいずれも接続継手４２の平坦面４２ｂに接触する
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ことがない。従って、排水パッキン３４が平坦面４２ｂに接触し、横方向の力を受けてめ
くれることを防ぐことができる。
【００４６】
　図１０及び図１１に示すように、取付固定部２６の凹部２６ａが台座凸部４２ｃと嵌合
して沈み込むように下降できる。すなわち、取付固定部２６が接続継手４２上に被さるよ
うにして、取付固定部２６と接続継手４２とが組み合わされる。取付固定部２６を有する
タンク装置４が、タンク装置固定台座ユニット３６の接続継手４２上に、下降しながら着
座するとき、タンク装置４の底部２０の排水口部２２に取付けられていた排水パッキン３
４も下降しながら接続継手４２の平坦面４２ｂ上に均等に押し広げられる。排水パッキン
３４は押しつぶされた状態でタンク装置４の排水口部２２と接続流路３８との接合部分の
周りをシールする。このように、排水パッキン３４は下降しながら押しつぶされるので、
排水パッキン３４が横方向に移動されることにより排水パッキン３４がめくれること又は
よれたりすることを防止することができる。
　従って、比較的狭い施工スペースにおいて、タンク装置４をキャビネットパネル２の正
面側に形成された取付口２ａから後方にスライドするように取付ける場合においても、タ
ンク装置４の排水口部２２と接続流路３８との接合部分の周りをシールする排水パッキン
３４がめくれないように適切に配置することができる。よって、タンク装置４の底部２０
が、タンク装置４の排水口部２２と接続流路３８との接合部分の外側を排水パッキンによ
り水密にシールした状態で、タンク装置固定台座ユニット３６に取付けられることができ
る。
【００４７】
　上述した本発明の一実施形態による便器装置１によれば、タンク装置４の底部２０をタ
ンク装置固定台座ユニット３６上で、キャビネットパネル２の正面側に形成された取付口
２ａからキャビネットパネル２後方の所定の着座位置まで前後方向にスライドさせること
ができ、タンク装置４の底部２０が所定の着座位置に到達した状態で、台座凸部４２ｃと
嵌合する凹部２６ａ、又は台座凹部と嵌合する凸部の組合せのいずれかの構造により、タ
ンク装置４の底部２０がタンク装置固定台座ユニット３６上に沈み込むように下降され、
排水パッキン３４を下方に押圧することとなるので、排水パッキン３４のめくれを防止す
ることができ、排水パッキン３４のめくれによる漏水の発生を防止することができる。
　従って、比較的狭い施工スペースであっても、便器後部のキャビネットパネル２内に隠
蔽された状態で配置されるタンク装置４を、キャビネットパネル２の正面側に形成された
取付口２ａからタンク装置固定台座ユニット３６に取付けることができると共に、取付け
の際の排水パッキン３４のめくれを防止することができ、タンク装置４の底部２０が、タ
ンク装置４の排水口部２２と接続流路３８との接合部分の外側を排水パッキン３４により
シールした状態で、タンク装置固定台座ユニット３６に取付けられることができる。
【００４８】
　また、本実施形態による便器装置１によれば、台座凸部４２ｃと嵌合する凹部２６ａ、
又は台座凹部と嵌合する凸部の組合せのいずれかの構造を、キャビネットパネル２の正面
側に形成された取付口２ａから容易に目視することができるため、タンク装置４の底部２
０をタンク装置固定台座ユニット３６上で、所定の着座位置まで容易にスライドさせるこ
とができ、タンク装置４の底部２０を、タンク装置固定台座ユニット３６に容易に取付け
ることができる。
【００４９】
　さらに、本実施形態による便器装置１によれば、タンク装置４の底部２０を接続継手４
２の台座凸部４２ｃの上で、キャビネットパネル２の正面側に形成された取付口２ａから
キャビネットパネル２後方の所定の着座位置まで前後方向にスライドさせることができ、
タンク装置４の底部２０が所定の着座位置に到達した状態で、台座凸部４２ｃと嵌合する
凹部２６ａの構造により、タンク装置４の底部２０が接続継手４２上に沈み込むように下
降され、排水パッキン３４を下方に押圧することとなるので、排水パッキン３４のめくれ
を防止することができ、排水パッキン３４のめくれによる漏水の発生を防止することがで



(14) JP 6579373 B2 2019.9.25

10

20

30

40

50

きる。従って、比較的狭い施工スペースであっても、便器後部のキャビネットパネル２内
に隠蔽された状態で配置されるタンク装置４を、キャビネットパネル２の正面側に形成さ
れた取付口２ａからタンク装置固定台座ユニット３６の接続継手４２上に取付けることが
できると共に、取付けの際の排水パッキン３４のめくれを防止することができ、タンク装
置４の底部２０が、タンク装置４の排水口部２２と接続流路３８との接合部分の外側を排
水パッキン３４によりシールした状態で、タンク装置固定台座ユニット３６に取付けられ
ることができる。また、タンク装置４の底部２０の排水口部２２と、接続流路３８を有す
る接続継手４２との位置合わせを容易に行うことができる。
【００５０】
　また、本実施形態による便器装置１によれば、施工取付け時に、タンク装置４の底部２
０の排水口部２２が排水パッキン３４よりも下方まで突出しており、且つ排水口部２２が
内側底面２６ｂから突出する長さＬ４は、接続継手４２の台座凸部４２ｃが接続継手４２
の平坦面４２ｂから上方に突出する長さＬ２と、タンク装置４の底部２０のリブ２８及び
凹部２６ａが内側底面２６ｂから下方に突出する長さＬ１との和より小さい長さである。
よって、タンク装置４をスライドさせて取付けるときに、排水口部２２が接続継手４２と
接触しないように構成されている。また、排水口部２２は排水パッキン３４よりも下方ま
で突出しているので、排水パッキン３４が接続継手４２と接触することを防止することが
でき、スライド動作中の排水パッキン３４のめくれを防止することができ、排水パッキン
３４のめくれによる漏水の発生を防止することができる。
【００５１】
　また、本実施形態による便器装置１によれば、タンク装置４の底部２０が、台座凸部４
２ｃ及び凹部２６ａの組又は台座凹部及び凸部の組のいずれかの２組以上の嵌合構造、す
なわち２箇所以上の嵌合構造により、より強固にタンク装置固定台座ユニット３６に取付
けられることができる。
【００５２】
　また、本実施形態による便器装置１によれば、タンク装置４を、その固定ボルト４６を
ガイド口４８の開口内に通した状態で前後方向にガイドすることができるため、タンク装
置４を、タンク装置固定台座ユニット３６上で所定の着座位置まで容易に前後方向にスラ
イドさせることができる。
【００５３】
　また、本実施形態による便器装置１によれば、施工者が目視することが難しいキャビネ
ットパネル２の奥側において、垂下壁の前面をタンク装置固定台座ユニット３６に当接さ
せた状態とし、タンク装置４の底部２０をタンク装置固定台座ユニット３６上で所定の着
座位置に容易且つ正確に位置決めすることができる。
【符号の説明】
【００５４】
１　　　便器装置
２　　　キャビネットパネル
２ａ　　取付口
３　　　配管
４　　　タンク装置
６　　　壁面
８　　　キャビネット
１０　　頂面パネル
１２　　便器本体
１２ａ　後部
１４　　給水口部
１６　　架台
１８　　便器固定ボルト
２０　　底部
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２２　　排水口部
２３　　排水口
２４　　給水管
２６　　取付固定部
２６ａ　凹部
２６ｂ　内側底面
２６ｃ　下端
２６ｄ　上端
２６ｅ　垂下壁
２８　　リブ
２９　　防止リブ
３０　　円形開口部分
３２　　締結部材
３２ａ　外周部分
３４　　排水パッキン
３６　　タンク装置固定台座ユニット
３８　　接続流路
４０　　給水管
４２　　接続継手
４２ａ　板状部分
４２ｂ　平坦面
４２ｃ　台座凸部
４２ｄ　後端面
４４　　タンク支持部材
４４ａ　下部
４６　　固定ボルト
４７　　ナット
４８　　ガイド口
Ａ１　　矢印
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